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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のアクティブマトリクス型液晶素子で構成され、行方向に沿って延在するｎ本の走
査線からなり、少なくとも上部領域、中央部領域、下部領域の３つの領域に区分され、上
部から下部へと列方向に走査することにより左右眼用映像を時分割で表示する液晶パネル
と、
　前記液晶パネルを照明するバックライトと、
　左眼部と右眼部にそれぞれ液晶素子を有する眼鏡シャッタと、
　前記液晶パネル及び前記眼鏡シャッタを同期して駆動させる液晶シャッタ駆動回路と、
を備え、
　前記液晶パネルの前記各領域に左右眼用映像のいずれかが表示されてから所定時間経過
後に対応するバックライトが点灯し、前記下部領域に対応して点灯するバックライトの点
灯期間と、後行して点灯する前記上部領域の点灯期間が重複せず、更に、前記下部領域の
少なくとも一部の走査線に対応するバックライトを直前の走査線に対応するバックライト
よりも先行発光させることにより、その点灯時間割合を、他の部分の走査線に対応する前
記バックライトの点灯時間割合よりも大きくしたことを特徴とする立体映像表示装置。
【請求項２】
　複数のアクティブマトリクス型液晶素子で構成され、行方向に沿って延在するｎ本の走
査線からなり、少なくとも上部領域、中央部領域、下部領域の３つの領域に区分され、上
部から下部へと列方向に走査することにより左右眼用映像を時分割で表示する液晶パネル
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と、
　前記液晶パネルを照明するバックライトと、　左眼部と右眼部にそれぞれ液晶素子を有
する眼鏡シャッタと、
　前記液晶パネル及び前記眼鏡シャッタを同期して駆動させる液晶シャッタ駆動回路と、
を備え、
　前記液晶パネルにおける前記上部領域の走査線の少なくとも一部に対応する前記バック
ライトの発光量を、他の部分の走査線に対応する前記バックライトの発光量よりも大きく
したことを特徴とする立体映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、立体映像を観察するための立体映像表示装置に係り、更に詳しくは、液晶パ
ネルに右眼用映像及び左眼用映像をそれぞれ時分割で順次表示し、眼鏡シャッタを用いて
映像を立体的に認識する際に、３Ｄクロストーク（左眼／右眼用映像の混在）やモニタ表
示画面における輝度傾斜を抑制できる立体映像表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図８は、例えば液晶による眼鏡シャッタ方式を用いた立体映像表示装置５０の構成例を
示すものである。
【０００３】
　この立体映像表示装置５０は、立体映像信号を時分割映像信号に変換するスキャンコン
バータ５１と、スキャンコンバータ５１からの入力に従って左右眼用映像を時分割で表示
するモニタ５３と、左眼部と右眼部にそれぞれ光散乱型液晶素子５９を備え透過／非透過
を制御する光散乱型液晶眼鏡シャッタ５７と、モニタ５３の動作タイミングに光散乱型液
晶眼鏡シャッタ５７を同期して駆動させる液晶シャッタ駆動回路５５とを備えている。
【０００４】
　この装置において、立体映像信号はスキャンコンバータ５１により時分割映像信号に変
換された後、左右眼用映像が時分割でモニタ５３に表示される。この際、液晶シャッタ駆
動回路５５により、例えばモニタ５３に左眼用映像の表示されているフィールドに対応し
て左眼部の液晶素子が透過状態となるとともに、右眼部の液晶素子が遮光あるいは散乱状
態となるよう動作される（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２７５５７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来の立体表示装置においては、観察者の右眼に本来であれば入射
されない左眼用映像が、あるいは左眼に本来であれば入射されない右眼用映像が入射され
る、所謂、３Ｄクロストークが発生することがあった。
【０００７】
　そこで、本発明は、３Ｄクロストークの発生を効果的に防止できる立体映像表示装置を
提供することを目的とする。
【０００８】
　また、本発明は、３Ｄクロストークの発生を効果的に防止でき、更に液晶パネル面内で
輝度傾斜が生じにくい立体映像表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の目的を達成するため、本発明の立体映像表示装置は、複数のアクティブマトリク
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ス型液晶素子で構成され、行方向に沿って延在するｎ本の走査線からなり、少なくとも上
部領域、中央部領域、下部領域の３つの領域に区分され、上部から下部へと列方向に走査
することにより左右眼用映像を時分割で表示する液晶パネルと、前記液晶パネルを照明す
るバックライトと、左眼部と右眼部にそれぞれ液晶素子を有する眼鏡シャッタと、前記液
晶パネル及び前記眼鏡シャッタを同期して駆動させる液晶シャッタ駆動回路と、を備え、
前記液晶パネルの前記各領域に左右眼用映像のいずれかが表示されてから所定時間経過後
に対応するバックライトが点灯し、前記下部領域に対応して点灯するバックライトの点灯
期間と、後行して点灯する前記上部領域の点灯期間が重複せず、更に、前記下部領域の少
なくとも一部の走査線に対応するバックライトを直前の走査線に対応するバックライトよ
りも先行発光させることにより、その点灯時間割合を、他の部分の走査線に対応する前記
バックライトの点灯時間割合よりも大きくしたことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の立体映像表示装置は、複数のアクティブマトリクス型液晶素子で構成さ
れ、行方向に沿って延在するｎ本の走査線からなり、少なくとも上部領域、中央部領域、
下部領域の３つの領域に区分され、上部から下部へと列方向に走査することにより左右眼
用映像を時分割で表示する液晶パネルと、前記液晶パネルを照明するバックライトと、左
眼部と右眼部にそれぞれ液晶素子を有する眼鏡シャッタと、前記液晶パネル及び前記眼鏡
シャッタを同期して駆動させる液晶シャッタ駆動回路と、を備え、前記眼鏡シャッタの左
右切替え時に、前記眼鏡シャッタの液晶応答の時間に応じた時間間隔だけ前記バックライ
トを点灯させないことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の立体映像表示装置は、複数のアクティブマトリクス型液晶素子で構成さ
れ、行方向に沿って延在するｎ本の走査線からなり、少なくとも上部領域、中央部領域、
下部領域の３つの領域に区分され、上部から下部へと列方向に走査することにより左右眼
用映像を時分割で表示する液晶パネルと、前記液晶パネルを照明するバックライトと、左
眼部と右眼部にそれぞれ液晶素子を有する眼鏡シャッタと、前記液晶パネル及び前記眼鏡
シャッタを同期して駆動させる液晶シャッタ駆動回路と、を備え、前記液晶パネルにおけ
る前記上部領域の走査線の少なくとも一部に対応する前記バックライトの発光量を、他の
部分の走査線に対応する前記バックライトの発光量よりも大きくしたことを特徴とする。
【００１２】
　更に、本発明の立体映像表示装置は、複数のアクティブマトリクス型液晶素子で構成さ
れた複数本の走査線を備え、これら走査線を順次走査して左右眼用映像を時分割で表示す
る液晶パネルと、前記液晶パネルを照明するバックライトと、左眼部と右眼部にそれぞれ
液晶素子を有する眼鏡シャッタと、前記液晶パネル及び前記眼鏡シャッタを同期して駆動
させる液晶シャッタ駆動回路と、を備え、前記液晶パネルのアクティブマトリクス型液晶
素子がＯＣＢ液晶で構成されると共に、前記眼鏡シャッタの液晶素子がＯＣＢ液晶で構成
され、前記液晶パネルの正面方向における３Ｄクロストーク率が２％以下であることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、３Ｄクロストークの発生を効果的に防止できる立体映像表示装置を提
供することができる。
【００１４】
　また、本発明によれば、３Ｄクロストークの発生を防止できるとともに、液晶パネル面
内で輝度傾斜が生じにくい立体映像表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る立体映像表示装置の構成を示す概略図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る立体映像表示方法を示す図であり、（ａ）は液
晶パネルに表示される映像の時間による変化を示す図、（ｂ）は（ａ）に同期したバック
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ライトの点灯のタイミングを示す図、（ｃ）は眼鏡シャッタの切替えタイミングを示す図
、（ｄ）は液晶パネル上部の液晶の応答性を示すグラフ、（ｅ）は液晶パネル中央部の液
晶の応答性を示すグラフ、（ｆ）は液晶パネル下部の液晶の応答性を示すグラフ。
【図３】液晶の応答性とバックライト発光の関係を示すグラフであり、（ａ）は一般的な
液晶の時間による透過率の変化を模式的に示すグラフ、（ｂ）はバックライトの発光のタ
イミングを示すタイミングチャート。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る立体映像表示方法を示す図であり、（ａ）は液
晶パネルに表示される映像の時間による変化と、これに同期したバックライトの点灯のタ
イミングを示す図、（ｂ）は液晶パネルの液晶の応答性を示すグラフ、（ｃ）は眼鏡シャ
ッタの液晶の応答性を示すグラフ、（ｄ）は眼鏡シャッタの切替えタイミングを示す図。
【図５】本発明の第３の実施の形態に係る立体映像表示方法を説明するための参考図であ
り、（ａ）は液晶パネルに表示される映像の時間による変化と、これに同期したバックラ
イトの一部の点灯のタイミングを示す図、（ｂ）は液晶パネル中央部のバックライト発光
量を示す図、（ｃ）は液晶パネル中央部の液晶の応答性を示すグラフ、（ｄ）は右眼用眼
鏡シャッタの液晶の応答性を示すグラフ、（ｅ）は液晶パネル中央部の輝度を示すグラフ
、（ｆ）は眼鏡シャッタの切替えタイミングを示す図。
【図６】本発明の第３の実施の形態に係る立体映像表示方法を説明するための参考図であ
り、（ａ）は液晶パネルに表示される映像の時間による変化と、これに同期したバックラ
イトの一部の点灯のタイミングを示す図、（ｂ）は液晶パネル上部のバックライト発光量
を示す図、（ｃ）は液晶パネル上部の液晶の応答性を示すグラフ、（ｄ）は右眼用眼鏡シ
ャッタの液晶の応答性を示すグラフ、（ｅ）は液晶パネル上部の輝度を示すグラフ、（ｆ
）は眼鏡シャッタの切替えタイミングを示す図。
【図７】本発明の第３の実施の形態に係る立体映像表示方法を示す図であり、（ａ）は液
晶パネルに表示される映像の時間による変化と、これに同期したバックライトの一部の点
灯のタイミングを示す図、（ｂ）は液晶パネル上部のバックライト発光量を示す図、（ｃ
）は液晶パネル上部の液晶の応答性を示すグラフ、（ｄ）は右眼用眼鏡シャッタの液晶の
応答性を示すグラフ、（ｅ）は液晶パネル上部の輝度を示すグラフ、（ｆ）は眼鏡シャッ
タの切替えタイミングを示す図。
【図８】従来の立体映像表示装置の構成を示す概略図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態に係る立体映像表示装置について詳細に説
明する。
【００１７】
（第１の実施の形態）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る立体映像表示装置１０の構成例を示すもので
ある。
【００１８】
　この立体映像表示装置１０は、立体映像信号を時分割映像信号に変換するスキャンコン
バータ１と、左右眼用映像を時分割で表示する対角１５．４インチサイズの液晶パネル２
と、液晶パネル２を背後から照明するバックライト３と、左眼部と右眼部にそれぞれ光シ
ャッタ液晶素子９を備えている眼鏡シャッタ７と、液晶パネル２及び眼鏡シャッタ７を同
期して駆動させる液晶シャッタ駆動回路５とを備えている。
【００１９】
　液晶パネル２は、行方向に沿ったｎ＝８００本の走査線を有し、個々の走査線は複数の
アクティブマトリクス型液晶素子で構成されている。
【００２０】
　液晶素子のそれぞれは、ゲート電極とデータ電極とに接続された薄膜トランジスタを介
して配置される画素電極と、この画素電極に対向する対向電極との間に挟持されて構成さ
れている。液晶パネル２を構成する走査線は、列方向に線順次走査され、左右眼用の映像
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（及び必要に応じて黒像）を時分割で表示する。
【００２１】
　液晶素子の液晶層及び光シャッタ液晶素子９に用いられる液晶材料としては、高速応答
特性を有する液晶、例えば強誘電性液晶、反強誘電性液晶、ＯＣＢ(Optically Compensat
ed Bend)液晶等を用いることが望ましく、特に高速応答性や視野角を考慮するとＯＣＢ液
晶を用いることが好ましい。この実施形態では、液晶素子の液晶層及び光シャッタ液晶素
子９に用いられる液晶材料としてＯＣＢ液晶を用いた。そして、液晶パネル２としては、
立ち上がり及び立下り応答の和（応答速度）が５ｍｓ以下である３ｍｓとし、光シャッタ
液晶素子９としては、応答速度として５ｍｓ以下、更には３ｍｓ以下である２．５ｍｓと
した。
【００２２】
　バックライト３は、光源として冷陰極管、ＬＥＤ、あるいは有機ＥＬ等を用いることが
でき、液晶パネル２の裏面に直接配置する直下型方式、あるいは導光板を用いて面光源に
変換するサイドライト方式とすることができる。
【００２３】
　なお、黒像を左右眼画像間に挿入する場合、この黒画像に対応する領域のバックライト
を消灯することで、より黒像の漏れ光が防止できるため好ましい。この場合、例えば導光
板を走査方向に多数に分割し、あるいはプリズム導光板を用い、対応するＬＥＤの点灯／
消灯を走査線の走査に従って順次制御することで実現できる。
【００２４】
　有機ＥＬの場合は、液晶パネルの走査線の１本または複数本毎に対応する赤、青、緑で
発光可能な発光ラインを行方向に延在させ、面状に多数並列させたものを用いることがで
きる。
【００２５】
　なお、この実施形態では、バックライト３として、プリズム導光板を利用したサイドラ
イト方式を採用し、隣接する複数本の走査線に対応する領域毎にＬＥＤの点灯／消灯を制
御可能に構成した。即ち、バックライト３は、走査線に対応した１５分割の領域が個々に
制御可能に構成されている。この分割数を増やすことで、より良好な表示の確保は可能と
なるが、３分割以上でも効果は得られ、望ましくは２００本以下の走査線に対応するよう
に分割されると良い。
【００２６】
　この立体映像表示装置１０において、立体映像信号はスキャンコンバータ１により時分
割映像信号に変換された後、左右眼用映像（及び必要に応じて黒像）が時分割で液晶パネ
ル２に表示される。この際、液晶シャッタ駆動回路５により、例えば液晶パネル２に左眼
用映像の表示されているフィールドに対応して左眼部の光シャッタ液晶素子９が透過状態
となるとともに、右眼部の光シャッタ液晶素子９が遮光状態となるよう動作される。
【００２７】
　次に、この立体映像表示装置１０を用いた立体映像表示方法を図２に基づいて説明する
。
【００２８】
　図２（ａ）において、液晶パネル２には、左眼用映像、黒像及び右眼用映像がそれぞれ
時分割で順次表示される。ここで、液晶パネル２は水平方向に延びるｎ本（ｎ＝８００）
からなる走査線を有し、時間Ｔ０において液晶パネル２における走査線の１行目に左眼用
映像が表示されると、それからΔｔ後に２行目、２Δｔ後に３行目、（ｎ－１）Δｔ後に
８００行目に左眼用映像が順次遅れて表示される。
【００２９】
　各走査線において、一定間隔左眼用映像が表示された後、さらに黒像、右眼用映像、黒
像、左眼用映像の順序で表示されるが、これらについても同様に、走査線の１行目に表示
されると、それからΔｔ後に２行目、２Δｔ後に３行目、（ｎ－１）Δｔ後に８００行目
にそれぞれ表示が開始される。
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【００３０】
　ここで、液晶パネル２を介して左眼用映像が観察者に照射されている間は、（ｃ）に示
すように、左眼用眼鏡シャッタがＯＮとされる一方、右眼用眼鏡シャッタがＯＦＦとされ
る。これに対して、右眼用映像が観察者に照射されている間は、右眼用眼鏡シャッタがＯ
Ｎとされる一方、左眼用眼鏡シャッタがＯＦＦとされる。
【００３１】
　また、（ｂ）において、時間Ｔ０で走査線の１行目に左眼用映像が表示され始めると、
液晶の性質上所望の透過率に達するまでの時間（過渡応答時間）を考慮し（図３参照）、
１行目の走査線に対応するバックライトは、遅延時間ｔを経過した後に点灯され始め、左
眼用映像が終了（黒像の書き込み開始前）するまでのｔＢＬの間で点灯される（（ｄ）参
照）。
【００３２】
　同様にして、パネルの中央部領域（（（ｎ／３）＋１）～（２ｎ／３））に対応するｋ
行目の走査線においても、時間Ｔ０の（ｋ－１）Δｔ後に左眼用映像が表示され始めるが
、ｋ行目の走査線に対応するバックライトは、さらに遅延時間ｔを経過した後に点灯され
始め、左眼用映像が終了（黒像の書き込み開始前）するまでのｔＢＬの間で点灯される（
（ｅ）参照）。
【００３３】
　これに対して、パネル下部領域（（（２ｎ／３）＋１）～ｎ）であるｒ（ｒ≧（（２ｎ
／３）＋１）、ｒ＜ｎ）、・・・ｎ行目の各走査線においては、時間Ｔ０の（ｒ－１）Δ
ｔ後に左眼用映像が表示され始めると、ｎ＝ｒ、・・・ｘ行目の走査線に対応するバック
ライトは、遅延時間ｔ’（ｔ’＜ｔ）を経過した後に一斉に点灯され始め、ｔＢＬ’（ｔ

ＢＬ’＞ｔＢＬ）経過後、一斉に消灯される。
【００３４】
　これは、（ｃ）に示すように、Ｔ２で左眼用眼鏡シャッタがＯＮからＯＦＦへと切替る
一方、右眼用眼鏡シャッタがＯＦＦからＯＮとされて、右眼用映像が認識可能となるため
、（ｂ）においてＺで示す領域のバックライトを一斉に消灯して、観察者が左右眼両映像
を混在して認識（３Ｄクロストークが発生）しないようにするためである。
【００３５】
　また、バックライトを点灯している時間の割合（ＢＬ　Ｄｕｔｙ＝ｔＢＬ／（ｔ＋ｔＢ

Ｌ＋ｔＢＫ））は、パネル上部領域、中央部領域共に従来と同様２５％とされているが、
パネル下部領域のｒ、・・・ｎの走査線に対応する領域では、ＢＬ　Ｄｕｔｙ＝３３％と
されている。
【００３６】
　本実施の形態の立体映像表示装置においては、バックライトの点灯Ｄｕｔｙをパネル面
内で異ならせ、パネル下部領域のｒ、・・・ｎの走査線に対応する領域のＢＬ　Ｄｕｔｙ
をパネル上部領域及び中央部領域よりも高く設定しているので、３Ｄクロストークの発生
を防止するためにＺで示す領域の部分でバックライトを消灯させても、パネル下部領域が
暗くなることがなく、輝度傾斜の発生を抑制することができる。
【００３７】
　また、例えば、本実施形態によれば、上記したように、液晶素子の液晶層及び光シャッ
タ液晶素子９に用いられる液晶材料として、それぞれ高速応答が可能なＯＣＢ液晶を用い
ると共に、左右映像間に黒挿入を施し、更にパネルの走査と同期したスキャンバックライ
トを組み合わせることで、０°視角(正面方向)での３Ｄクロストーク率を、表示上、全く
問題とならない２％以下（より好ましくは０．５％以下）、更には０．１％以下である０
．０８％とすることができた。更に、６０°視角での３Ｄクロストーク率も、２％以下（
より好ましくは０．５％以下）である、０．１４％とすることができた。
【００３８】
　なお、ここで用いるクロストーク率は、輝度計、ゴニオンメータを用い、（Ｂ－Ｃ）／
Ａ×１００％（Ａ：左右映像のそれぞれが白表示された状態での左眼（あるいは右眼）に
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入射される輝度、Ｂ：左映像が黒表示、右映像が白表示時に左眼（あるいは右眼）に入射
される輝度、Ｃ：左右映像のそれぞれが黒表示状態での左眼（あるいは右眼）に入射され
る輝度）で算出される値を用いた。
【００３９】
　更に、この実施形態によれば、スキャンバックライトの点灯制御により、画面内での輝
度傾斜が生じることも解消された。
【００４０】
　なお、バックライトの点灯期間（ｔＢＬ，ｔＢＬ’）は、観察者の嗜好に応じて、例え
ば明るさを重視するのであれば長く設定する等、適宜調整可能としてもかまわない。
【００４１】
　また、黒像が表示される期間（ｔＢＫ）についても、観察者の嗜好に応じて、例えば動
画表示を重視するのであれば長く、明るさを重視するのであれば短く設定する等、適宜調
整可能としてもかまわない。
【００４２】
（第２の実施の形態）
　第１の実施の形態と同様に図１に示す立体映像表示装置１０を用いた立体映像表示方法
の第２の実施の形態について、図４に基づいて説明する。
【００４３】
　本実施の形態においても、図４（ａ）に示すように、時間Ｔ０で走査線の１行目に左眼
用映像が表示され始めると、１行目の走査線に対応するバックライトは、遅延時間ｔを経
過した後に点灯され始め、左眼用映像が終了（黒像の書き込み開始前）するまでのｔＢＬ

の間で点灯される。また、パネルの中央部領域であるｋ行目の走査線においても、時間Ｔ

０の（ｋ－１）Δｔ後に左眼用映像が表示され始めるが、ｋ行目の走査線に対応するバッ
クライトは、さらに遅延時間ｔを経過した後に点灯され始め、左眼用映像が終了（黒像の
書き込み開始前）するまでのｔＢＬの間で点灯される。更に、パネル下部領域であるｒ（
ｒ≧（（２ｎ／３）＋１）、ｒ＜ｎ）、・・・ｎ行目の各走査線においては、時間Ｔ０の
（ｒ－１）Δｔ後に左眼用映像が表示され始めると、ｒ、・・・ｎ行目の走査線に対応す
るバックライトは、遅延時間ｔ’（ｔ’＜ｔ）を経過した後に一斉に点灯され始め、ｔＢ

Ｌ’（ｔＢＬ’＞ｔＢＬ）経過後、一斉に消灯される。
【００４４】
　また、バックライトを点灯している時間の割合（ＢＬ　Ｄｕｔｙ＝ｔＢＬ／（ｔ＋ｔＢ

Ｌ＋ｔＢＫ））は、パネル上部領域、中央部領域共に２５％とされているが、パネル下部
領域（走査線ｎ＝ｒ、・・・ｘ）では、３３％とされている点も第１の実施の形態と同様
である。
【００４５】
　しかし、本実施の形態では、左眼用映像が表示されているパネル下部領域（走査線ｒ、
・・・ｎ）のバックライトが消灯してから、１行目の走査線に右眼用映像のバックライト
が表示されるまでの時間ｔＹで表わされるＹで示される領域において、液晶パネルの全て
の領域におけるバックライトが消灯されている。
【００４６】
　この時間ｔＹは、（ｃ）で示すように、左眼用眼鏡シャッタがＯＮからＯＦＦにされる
際の液晶の透過率が初期の状態に戻る応答時間、及び右眼用眼鏡シャッタがＯＦＦからＯ
Ｎにされる際に液晶の透過率が所望の値に立ち上がるまでの応答時間を考慮して決定され
る。
【００４７】
　従来、眼鏡シャッタの一方をＯＦＦにしても、液晶の過渡応答性によりバックライトが
点灯した際に３Ｄクロストークが発生することがあったが、本実施の形態によれば、液晶
の過渡応答特性を考慮し、この間、液晶パネルの全ての領域におけるバックライトを消灯
させているので、３Ｄクロストークの発生をより一層、効果的に防止することができる。
【００４８】
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（第３の実施の形態）
　第１の実施の形態と同様に図１に示す立体映像表示装置１０を用いた立体映像表示方法
の第３の実施の形態について、図５～図７に基づいて説明する。
【００４９】
　本実施の形態においては、第１の実施の形態におけるパネル上部領域（１・・・（ｎ/
３））の走査線に対応するバックライトの発光量を大きくした以外は、第１の実施の形態
と同様に動作される。
【００５０】
　上記の立体表示装置において、図５（ａ）に示すパネル中央部領域であるｋ行目の走査
線に対応するバックライトの発光量を（ｂ）に示すように面積Ａで表すと、ｋ行目の走査
線に右眼用映像が表示され始めてからの液晶の応答性は（ｃ）で示され、右眼用眼鏡シャ
ッタがＯＮされてからの液晶の応答性は（ｄ）で示されるため、観察者がｋ行目の走査線
を見た場合の輝度は、（ｂ）に示すバックライトの発光量Ａに、（ｃ）で示すパネル中央
部の液晶の応答性と、（ｄ）で示す右眼用眼鏡シャッタの液晶の応答性を乗じた（ｅ）で
示す面積Ｂで示されることになる。
【００５１】
　これに対して、図６（ａ）に示すパネル上部領域である１行目の走査線に対応するバッ
クライトの発光量をパネル中央部領域と等しくして、図５（ｂ）と同様に面積Ａで表すと
、１行目の走査線に右眼用映像が表示され始めてからの液晶の応答性は（ｃ）で示され、
右眼用眼鏡シャッタがＯＮされてからの液晶の応答性は（ｄ）で示されるため、観察者が
１行目の走査線を見た場合の輝度は、（ｂ）に示すバックライトの発光量Ａに、（ｃ）で
示すパネル上部の液晶の応答性と、（ｄ）で示す右眼用眼鏡シャッタの液晶の応答性を乗
じた（ｅ）で示す面積Ｃで示されることになる。
【００５２】
　図５に示すように、液晶パネルの中央部領域では、（ｃ）に示すように液晶が十分に応
答して透過率が高くなり、かつ右眼用眼鏡シャッタの液晶も（ｄ）に示すように透過率が
高くなってからバックライトが点灯するため、輝度は当初の領域Ａの面積からそれほど低
下しないが（図５（ｅ）の領域Ｂの面積を参照）、これに対して、液晶パネルの上部領域
では、図６（ｄ）に示すように、右眼用眼鏡シャッタの液晶が応答段階にあり透過率が十
分に高くない状態でバックライトが点灯するため、輝度は当初の領域Ａの面積（図６（ｂ
））から領域Ｃの面積（図９（ｅ））へと低下してしまう。
【００５３】
　しかしながら、本実施の形態においては、図７（ａ）に示すパネル上部領域の走査線に
対応するバックライトの発光量を、同図（ｂ）に示すように、図６（ｂ）の発光量と比較
して１．５倍大きくしている。
【００５４】
　このため、例えば、１行目の走査線に右眼用映像が表示され始めてからの液晶の応答性
は図７（ｃ）で示され、右眼用眼鏡シャッタがＯＮされてからの液晶の応答性は同図（ｄ
）で示されるため、観察者が１行目の走査線を見た場合の輝度は、同図（ｂ）に示すバッ
クライトの発光量Ａに、同図（ｃ）で示すパネル上部の液晶の応答性と、同図（ｄ）で示
す右眼用眼鏡シャッタの液晶の応答性を乗じた同図（ｅ）で示す面積Ｃ’で示されること
になる。
【００５５】
　この面積Ｃ’は，図５（ｅ）に示す面積Ｂとほぼ等しい面積となるため、パネル上部の
輝度は、観察者がパネル中央部を見た場合の輝度とほぼ等しくなり、液晶シャッタのＯＮ
タイミングとパネル応答のパネル面内のＯＮタイミングの違いに起因する輝度傾斜を抑制
することができる。
【００５６】
　液晶パネル上部のバックライトの発光量を増大させるには、この部分に対応するバック
ライトのＬＥＤ電流を高くすること等により達成することができる。
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【００５７】
（その他の実施の形態）
　第１の実施の形態乃至第３の実施の形態では、液晶パネルにおいて右眼用映像及び左眼
用映像を表示する間に所定幅（２５％）の黒像を表示する例を示したが、黒像を挿入する
幅は適宜変更できる。また、黒像を省略して、右眼用映像及び左眼用映像のみを表示して
も良い。
【００５８】
　更に、液晶パネルに表示される黒像は所定の幅ではなく、時間と共に黒像の表示幅が変
化する表示手法を用いても良い。
【符号の説明】
【００５９】
１：スキャンコンバータ、２：液晶パネル、３：バックライト、５：液晶シャッタ駆動回
路、７：眼鏡シャッタ、９：光シャッタ液晶素子、１０：立体映像表示装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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